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職員の新型コロナウイルス感染について

（要旨）

令和２年 12 月 18 日、当院職員１名に、新型コロナウイルス感染が確認されました。

院内における濃厚接触者が存在しないことは、保健所に確認していただきました。

現在、当該職員は院外にて経過観察中となっています。

なお、今回の件で、外来・入院を含む診療体制に変更はありません。

また、このことについては、12 月 19 日当院ホームページに掲載しました。

１ 病院としての対応

従来どおり「ふじのくに基準」に準じた標準的な感染予防策を徹底します。

職員及び患者・患者家族の入館者に対しては、入館時の体温測定・手指消毒、

マスク着用、２週間の行動履歴の記録を継続して実施します。

病院内環境については、日常からの消毒作業を行っています。

２ 診療への影響

今回の職員からの院内での感染伝播は確認されておらず、今後もその可能性は

極めて低いものと考えていますので、外来・入院とも診療体制に変更はあり

ません。
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